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●委員会等からの意見
（基礎原案への意見）
「河川レンジャー（仮称）」は、住民参加という観点から、河川管理を側面から支援しようとする
もので、地域の特性に応じた役割や位置づけを十分検討しながら試行を進め、河川に関わる
文化活動や自然保護活動にも役立つように発展させる必要がある。
提言の趣旨を尊重した「河川レンジャー（仮称）」制度の検討を高く評価する。流域委員会は
これを支援し、河川管理者とともにこれら住民参加に向けた活動を大切にしたいと考える。
「河川レンジャー」が活動する琵琶湖・淀川水系の河川・湖沼は、それぞれ水域や地域の特
性が多様であるため、河川管理者はその呼称を含め、水域や地域の特性を反映したある程
度自由な活動を許容する配慮が必要である。
「河川レンジャー」の役割・権限・人材の確保や育成については今後の検討課題である。「河
川レンジャー」の制度、水系・流域を視野においた規則、指針、計画、研修、技術、安全確保
などの点において一貫した取組みも必要である。このため、この新たな制度が有意義かつ安
全に育成・展開できるよう各流域の「河川レンジャー」の交流と役割強化を担う「河川レン
ジャー支援センター(仮称)」の設置を検討する必要がある。また、水系内の各河川に設置さ
れる「河川レンジャー」の交流・連携をはかり、共通の目標を住民・住民団体などの参加によ
り協働して進めるなど、自主的な活動に取り組むための「河川レンジャー会議(仮称)」の設置
を検討することが望まれる。
「宇治川周辺河川レンジャー検討懇談会」において、試行的活動を通して検討する取組みが
進められているが、淀川水系の各地においても、「河川レンジャー」の検討・試行を早期に進
めることが望まれる。

●進捗状況報告
現在淀川管内における河川レンジャーは福島管内２名、伏見管内２名の合計４名となってお
り、現在新たな河川レンジャーを任命すべく選定作業を行っている。また、淀川管内河川レン
ジャー検討会において、今後の河川レンジャー制度の運用方式等を検討を実施している。
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●今後の取り組み（第１ステップ）

河川レンジャーの検討懇談会を設け、地域で活動している個人、団体
や環境教育、河川文化に関心のある人たちに集まって頂き、いろいろな
意見をいただく。
懇談会のメンバーには、地域で活動している個人、団体に参加してい
ただく。

【上野地区】
地域で活動している個人、団体の把握を継続的に行うとともに、レンジ
ャーを選出し、試行的に活動して頂く。

【名張地区】
現在、名張川で活動しているNPO団体、個人等との連携活動を引き続
き進める。
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